
○申請方法 

 

（１）ぴったりサービスでの申請の流れは以下のステップで行います。 

step0 事前準備  

        申請のための情報を準備し、ぴったりサービスへアクセスします。 

step1 申請情報入力 

              利用者の情報（申請者情報）を入力します。 

step2 申請情報入力  

               申請情報を入力します。 

step3  入力内容確認  

         入力内容を確認し、必要に応じて訂正を行います。 

step4 添付書類登録  

           申請に必要な添付書類を登録します。 

step5 電子署名・送信・印刷  

         申請データを送信し、控えをダウンロードします。 

step6  事後処理  

        ダウンロードした控えを確認し、次回申請に備えます。 

 

 

（２）step0-①   

   マイナポータルのトップページへアクセスします。 

    https://myna.go.jp/ 

 

 
 

 

https://myna.go.jp/


（２）step0-② 

   「手続の検索・電子申請」を選択します。 

 

 

 

 

（２）step0-③  

   マイナポータルトップページの「手続の検索・電子申請」を選択し、郵便番号又 

は市区町村名を入力して「検索」ボタンをクリックする。または、都道府県と市区 

町村から地域を選択する。 

 

 
  



（２）step0-④ 

   検索方法からカテゴリを選択し、「救急・消防」にチェックして「この条件で検 

索」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

（２）step0-⑤ 

 電子申請を行う届出を選び、「詳しく見る」を選択します。 

 

 

  

 

下記届出の中から選択する。 

・防火・防災管理者選任（解任）届出 

・消防計画作成（変更）届出 

・統括防火・防災管理者選任（解任）届出  

・全体についての消防計画作成（変更）届出 

・自衛消防組織設置（変更）届出 

 



（２）step0-⑥ 

  「申請する」を選択します。 

 

 

 

 

（３）step1から順に step5まで入力、画面に従い進める。 

   ※step2で入力する「宛先」は、「松原市消防長」と入力する。 

 



（４）step5まで進み「送信する」を選択すれば、電子申請完了となります。 

   申請書は、入力した項目の内容を基に様式で作成されます。なお、様式は法令様 

式に基づき今回の電子申請用として作成されます。 

 

（５）添付書類の登録画面が表示されたら、「ファイルを追加」ボタンをクリックして 

添付書類（講習修了証（写し又は撮影、消防計画等の書類）の登録行ってください。 

   なお、ぴったりサービスの仕様上、10MB を超える申請データの送信ができない 

ため、添付書類を含めた申請データが 10MB を超える場合はエラーとなります。 

   完了したら「次へすすむ」ボタンをクリックしてください。 

 



（６）注意事項 

   添付書類のファイルサイズがあらかじめ合計 10MB を超えることが分かっている 

場合及び添付書類の登録時にエラーとなる場合は、添付書類として「別紙３_添付 

書類一覧表」を作成して登録して下さい。その後、「電子申請完了メール」が届く 

ので、添付書類を添付して申請先の消防本部へ転送して下さい。手続と添付ファイ

ルは、「電子申請完了メール」に記載されている「受

付番号」によって紐づけられ、管理されます。 

 

 

 

 

 

 

（７）step6-① 

「申請様式の控え」及び「申請データ」のダウンロードについて 

   電子申請では副本が返却されません。申請様式の控え（PDF形式）が副本の代 

わりとなるため、必ずダウンロードして下さい。 

なお、申請完了画面で控えをダウンロードせずに次の画面に遷移してしまう 

と、再度ダウンロードできなくなるため注意して下さい。 

 



（８）step6-② 

「申請様式の控え」及び「申請データ」のダウンロードについて 

 申請データ（CSV形式）をダウンロードし保存しておきますと、電子申請後、消 

防本部から修正指示又は届出内容に変更があり、再申請する際や今後同じ様式を申 

請する際に、入力が省略でき手続きがスムーズに行えます。 

 

 

（９）受付が完了すればマイナポータル申請管理よりメールが届きます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１０）申請の再開 

    申請の途中から再開することができます。（訂正することが可能です。） 

 
 

 

（１１）受付印及び受付番号が必要な場合 

    窓口へ直接提出してください。 

担当者不在の場合がありますので、ご来署前に一報お願いします。 

 


